
おのでら慎一郎の議会報告 平成 24年 10月 2日

平成 24年第 3回定例会　環境農政常任委員会にて質疑いたしました。

小野寺

　公明党の小野寺です。よろしくお願いします。私からは、省エネルギー、そし

て電気自動車の普及促進、そして農産物の地産地消についての３点にわたりまし

て質問させていただきたいと思います。

　まず、省エネについてお尋ねをいたします。今日の神奈川新聞を見てみました

ら、パナソニックによる藤沢のスマートタウンが、先月から本格着工に入ってい

るということで、総工費 600億円、総事業費 1,600億円ということでございます。
一方で、東電の電気代の値上げによって、製造業が今後不況に立たされるという

意見もありました。当面は、こうした差を埋めるために行政として何ができるの

か、あらゆる可能性を追求していくべきだろうというふうに思っています。

　本県は、2020 年までに、県内の電力使用量に対する創エネ、省エネ、畜エネを
組み合わせることによって、20％以上の省エネをしていくというスマートエネル
ギー構想に取り組んでいるものと承知しています。その割合ですが、創エネが 16％、
そして省エネが４％で、２万 4,000軒分の住宅用太陽光発電施設の導入補助を予算
措置しているわけですけれども、太陽光発電を中心とした創エネには大変力を入

れていると思います。ただどうも、もくろみどおりにはいかないということもあ

るようですし、私はもう少し省エネに力を入れてもいいんではないかなと思って

います。

　省エネというのは、それほど多額なお金をかけずにそのメリットがダイレクト

に県民にいくと、つまり電気代が抑えられるわけですから、非常に目に見えやす

い取組であると思っています。特にこれまで、エネルギーの資源といいますと、

電力会社などの供給側からの視点で語られてきたことが多かったと思うんですが、

今は需要側の資源というところに大分注目されていると思います。この需要側資

源というのは、経済性や環境性、自律性の３点を同時に満たすエネルギー資源で

あると言われています。省エネルギーですとかデマンドレスポンスは、多分御承

知のように、需要側、すなわち電力を消費する側に対して、電力の需要抑制を促

すインセンティブ制度というふうに、ざっくりと言えると思うんですけれども、

そうした取組というのは、石炭、天然ガス、原子力、再生可能エネルギーに続く

第５の資源とも言われております。つまり、省エネの製品や設備を導入して、１

キロワットアワー節電をすれば、これは１キロワットアワーの発電と同じ効果を

持つというような考え方であるそうです。

　この間、電力需給ひっ迫の際でも危機を乗り切ったのは、国民が一丸となって

取り組んだ省エネのおかげであったと私は思っています。これからエネルギー問

題を考えるに当たっては、エネルギー消費をいかにセーブするか、需要側のセー



ブが大変大きな鍵を握っているんではないかと思います。

　そこで、省エネの取組について何点かお伺いをしたいと思います。

　まず、平成 22年度、23年度は中小規模事業者のＬＥＤ照明や空調機器の導入に
対して補助を行っていたと承知しています。これが今年度からはなくなっていま

す。省エネの重要性を考えたときに補助を復活させるお考えはないのか、まず伺

いたいと思います。

地球温暖化対策課長

　平成 22年、23年度は、委員御案内のとおり、旧グリーンニューディール基金を
原資といたしまして、ＬＥＤ照明、空調機器など、高効率の省エネ機器について

補助を行ってまいりました。ただし今年度からは、省エネを対象メニューとする

ような国の基金がないため、補助は行っておりません。しかしながら昨今の状況

を見ますと、国全体で原子力発電の依存度を引き下げていく中で、電力消費量削

減をする省エネの取組というのが重要性を増しているのは委員御指摘のとおりで

ございます。

　加えて、企業は電気料金の値上げで、経営上も節電が非常に求められていると

ころでございます。そこで県といたしましては、省エネ診断の拡充ですとか、省

エネ機器を導入するコスト負担を抑制する方策というものは検討してまいりたい

と考えております。

小野寺

　需要側のエネルギー消費を抑制していくということについては、今どれぐらい

のエネルギーを使っているんだという、エネルギーの見える化が大変重要である

と思うんです。県はデマンドコントロールシステムに対する助成を行っていると

承知していますが、これの申請件数は大変少ないように思います。その原因が一

体どこにあるのか。また現状、少ないわけですから、今後、再募集を行うかどう

か、その辺についてお尋ねをしたいと思います。

地球温暖化対策課長

　デマンドコントロールシステムは、１次募集、２次募集と行っておりまして、

１次募集の際には、節電効果を確実なものとするために、電力需要が大きくなっ

た際に、デマンドコントローラーで空調等の稼働時間を自動的に制御する自動制

御というものを要件に入れておりました。しかし業者にお伺いいたしますと、自

動制御は配線工事に非常にお金がかかるという点でハードルが高いというお声が

ございました。それで１次募集の方は申請が２件にとどまったということもござ

いまして、自動制御の要件を外し、２次募集を行いました。その結果、10 件の申
請があったところでございます。

　またその２次募集で、お問い合わせはしていただいたんですけれども、申請し

なかったという事業者にもいろいろとお話をお伺いしました。そうしましたとこ

ろ、社内で検討するにはちょっと募集期間が短かったですとか、手続が若干煩雑

に見えたですとか、そういう御意見がございました。そこで、募集期間を長めに

とるですとか、募集案内はもっと平易な分かりやすい内容にするというような改



善を行った上で、３次募集を行いたいと考えています。

小野寺

　よろしくお願いしたいと思います。また国の方は、今後、節電の約２割はいわ

ゆるＢＥＭＳという略称で呼ばれているエネルギー全体を管理するシステムで普

及させることによって実現しようということのようですが、神奈川県としては、

このＢＥＭＳの普及についてはどう考えているのでしょうか。

地球温暖化対策課長

　ＢＥＭＳは、需要側の電力消費を遠隔操作でコントロールできる機能を持って

いるものが多うございます。また技術革新により価格が低下をしておりまして、

中小規模事業者の導入も可能となってきております。以前は数千万円したところ

が、数百万円と、桁がちょっと下がってきております。こういうことから需要側

のこれからの制御のキーになる機器であると考えております。

　このような機能につきましては、地産地消のエネルギー社会の究極の姿と考え

ておりますスマートコミュニティーの実現のために、必須であると考えておりま

して、県としても普及を推進してまいりたいと考えております。

小野寺

　事業所あるいは家庭で節電を進めていくためには、エネルギー効率の良い機器、

いわゆる省エネ機器に切り替えていく必要があります。ただ御承知のように、ま

だまだコストが高いものが多いわけです。県営施設のＬＥＤ化につきましては、

私どもの会派が提案させていただいたリース方式により、７万本導入していただ

くということになりました。これについては高く評価をさせていただきたいと思

うわけです。電気代を減らした金額でリース料を賄っていくと、しかもそれでお

釣りが来るということですから、経費節減にもつながりますし、電力需給の緩和

にも貢献できる、そして更にＣＯ２の削減にもつながっていく。リース方式でＬ

ＥＤを導入しなければ、ただ単に高い電気代を支払って終わっていたと考えます

と、このような仕組みは、民間の企業にもどんどん広めていくということが考え

られると思うんですが、それについて県としてはどのようにお考えなんでしょう

か。

地球温暖化対策課長

　委員御指摘のとおり、このような仕組みというのを県がモデル的に先行実施し

ていくことで、民間企業への普及を図っていくことも今回の狙いのうちの一つで

ございます。

　ただし、中小規模事業者に対しまして、例えば長期の与信をくださる事業者の

方がどれぐらいいらっしゃるのかですとか、公共団体向けのリース料率ではなく

て、民間企業向けのリース料率で果たして採算がとれるのかどうかというような

検証も必要でございますので、今後、研究してまいりたいと考えております。

小野寺

　中小規模事業者については与信の問題があるということで、厳しい条件がいろ

いろとあると思います。今、お話がありました県の自治体に対してのいわゆるリ



ース料率と民間企業に対するリース料率は、結構差があるものなんですか。

地球温暖化対策課長

　民間企業向けと申しましても一律に変わるものではないですけれども、ちょっ

とお話をお伺いした範囲で申し上げますと、公共団体の 1.5倍ぐらいの料率が乗っ
たりすることもある、というふうにお伺いしております。

小野寺

　分かりました。今、事業所あるいは県有施設での省エネというお話をしたわけ

ですが、もちろん家庭においても省エネの取組を進めていく必要があると思いま

す。県としては、家庭での省エネについて、これからどう取り組んでいこうと考

えているのかお聞かせください。

環境計画課長

　家庭での取組につきましての、県の省エネの方針でございます。委員御指摘の

とおり、家庭部門の対策は非常に重要であると考えておりまして、これまで私ど

もでは、ホームページや県のたよりなどにより広報を進めるとともに、きめ細か

な対応として、節電相談窓口の設置や家庭向け省エネ診断の実施といったものに

取り組んでまいりました。今後、こうした取組を引き続き続けてまいりたいと考

えています。特に家庭の省エネというのは、個々人のライフスタイルや価値観に

依存しているところが非常に大きいということで、そういった個人の意識と行動

にどう働き掛けていくかということがこれまでの課題でありましたけれども、今

般の原子力発電所の事故に伴う深刻な電力不足により、節電や省エネの意識がこ

こ一、二年で非常に高まった状況がございます。県としては、こうした状況を捉

えて、取組やその取組の成果を一過性のものとせずに、社会に着実に定着させて

いきたいと考えておりまして、これまでの取組を基に他の自治体や国、それから

ＮＰＯ等と連携しまして、効率的、効果的な普及啓発に努めてまいりたいと考え

ております。

小野寺

　これからのエネルギーシステムなど、日本が今置かれている現実などを考える

と、やはり省エネの重要性というのは本当に高まっているんではないかと思いま

す。冒頭申し上げたように、かながわスマートエネルギー構想には、省エネで電

力消費量の４％程度を削減すると入っているわけです。それで、トータル 20％削
減ということですが、省エネの数値目標について、これから様々な施策を動員す

ることによって更に上乗せすることはできないかどうか、そこはいかがでござい

ましょうか。

新エネルギー・温暖化対策部長

　ただいまお話のございました省エネで電力消費量４％削減という目標でござい

ますけれども、ちょうど昨年の８月頃、スマートエネルギー構想を検討していた

ときに、一番直近のデータというのが昨年７月の電力消費量でございました。御

案内のとおり、昨年は極めて電力需給がひっ迫しておりまして、大口需要家に対

しましては電気の使用制限が行われるという大変厳しい状況でございました。そ



のときに、前年同月比で電力使用量を４％削減されたわけですが、これがある意

味では限界に近いんじゃないかということで一つの目安にはなっていました。そ

のときは御案内のとおり、国は 2030 年で１％削減という数字を掲げていたときで
ありまして、４％というのは非常に高い目標であります。では昨年１年間を通じ

ての電力消費量はどうだったかと言いますと、県内の状況で見ますと、その前の

３年間の平均と比較しても６％減っています。これは今もお話がありましたけれ

ども、やはり事業所それから家庭において、我々が想定した以上に、節電という

ものが定着してきたと認識しております。

　では、今年はどうだったか。夏のトータルでの電力消費量等のデータはまだ発

表されておりませんけれども、東京電力(株)が発表したデータによりますと、ピー
ク時の最大電力消費量ですが、昨年に比べると、やはりまたアップをしていると

いう状況にございまして、電力消費量については、まだまだ予断を許さないとい

う状況だと思っております。

　それから一方、国の動きでございますが、先日、発表されましたいわゆる革新

的エネルギー・環境戦略の中で 2020 年の電力消費量の削減目標が出されておりま
して、これは５％でございます。ただ、この５％、ではどうやって実現していく

かということでございます。数字で言うと５％でございますが、これは経済社会

に与える影響等々を考えると非常に大きな数字でございまして、実際に 2020 年に
これを達成するために累積投資額が 34 兆円必要だと、こういった試算がございま
す。

　したがいまして、私どもは、これから政府が策定いたしますエネルギー基本計

画の中身の中で具体的なロードマップを示すと言われておりますので、その状況

を十分見極めながら、また神奈川の特性等も踏まながら、この４％に対する積上

げについて検討させていただきたいと考えております。

小野寺

　先ほどのＢＥＭＳなどについても国の動向を見ながら進めるということになろ

うかと思いますが、神奈川県でもしっかり対応していきたいというような御答弁

がございました。こうした省エネ、デマンドレスポンスといったものについては、

これは欧米諸国においてもそれぞれの国情に合わせた発達を見ているんだろうと

思います。それぞれ省エネ施策を推進するためのインセンティブ制度はしっかり

設けていくということです。

　例えばアメリカでは、電力会社あるいは都市ガス会社など、エネルギー供給事

業者に対して、エンドユーザーにおける省エネ推進の義務を法律によって課して

いくと聞いておりますし、またフランスは、2006 年から、これは私もちょっとし
っかり理解しているわけじゃないんですが、排出権取引に似たような制度で、ホ

ワイト・サーティフィケート制度、いわゆる省エネルギー証書制度というのを導

入していると聞いています。

　これは、エンドユーザーに対して、例えば省エネ機器を導入するための低利融

資ですとか、そういった支援を行うことによって、その事業者の方に省エネ証書



が発行されて、それを売り買いもできるというような制度だそうです。

　また、英国の例を見ますと、ちょうど今年まで炭素削減目標制度というのがあ

ったわけですが、それに替わって、建物の省エネを進めていくために、省エネに

関連する事業者を育成し、また連携させていくことを促進するためのグリーン・

ディールという制度がスタートするんだそうです。この制度を使うと、これは神

奈川の太陽光発電の導入などにも似たようなところがあると思うんですが、いわ

ゆる消費者が初期投資しないでも省エネ機器を導入でき、その後、消費者が省エ

ネ機器の利用料金を電気代とかガス代と一緒に払っていくと。ただ、その額を、

電気やガスの節減額を上まわらないようにしており、省エネ機器の導入に伴う消

費者の負担は実質ゼロになるというものでございます。こういう制度なども本県

に取り入れられるんではないかと地球温暖化対策課長にお尋ねしたんですけれど

も、機器の導入のための利用料金を電気代とかガス代と一緒に徴収するというの

は、法的になかなか難しいという、割とつれない御返事を頂きましたのですが、

ただ先ほど申し上げたように、あらゆる可能性を追求していくということが大事

なんではないかと思います。

　省エネというのは、本当にこれからのエネルギーを考えるときに、先ほど申し

上げたように、第５のエネルギー資源とも言われているわけですから、しっかり

とお取り組みをいただきたいと要望いたしまして、この質問を終わります。

　それでは、二つ目のテーマでございますが、電気自動車の普及促進について何

点かお伺いしたいと思います。

　神奈川県では、ＥＶイニシアティブかながわと銘打ちまして、2014 年度までに
県内 3,000台の電気自動車普及に向けて、その車両の導入補助ですとか充電インフ
ラの整備など、様々な取組を実施してきたと承知しています。その結果、ＥＶの

台数については、今年の６月末で目標の 3,000台を、２年前倒しで達成したという
ことであります。

　また急速充電器の設置も、目標はたしか 100 台と伺っておりましたが、これも
目標台数を超えたということで、来年度からはそうした導入に対しての補助金を

なくすとも聞いています。

　一方で日産自動車によると、日産のリーフは、発売後約１年７箇月たった今年

７月末時点で、約３万 6,000 台を販売した。日産としては 2016 年度までに、提携
しているルノーの分も含めて、世界で 150 万台のＥＶを売るという大変な目標を
定めています。そうした目標に対して現在の進捗状況を考えると、私個人として

は若干厳しい船出なのかなとも思っています。実際、蓄電池のメーカーも、生産

ラインの増強を図ろうとしたんだけれども、やはりちょっと様子見かなというよ

うなことを言っているということであります。

　そんなことも含めて、ＥＶの普及へのネックも語られるようになってきました。

私は、松沢前知事に対して、このＥＶに対しての先行投資が、県民にどのような

利益をもたらすのかということについて本会議で質問したことがあります。これ

まで県としても一定の投資をしてきたわけですから、その効果、そして今後の普



及への取組の方向性について、今回も何点かお伺いしたいと思います。

　まず、確認のためにお尋ねいたしますが、電気自動車の普及に対するこれまで

の投資額について教えてください。

蓄電推進課長

　電気自動車が量産販売された平成 21 年度から購入者への補助を実施してまいり
ましたが、平成 21 年度から今年度までの電気自動車導入補助の合計額は約８億円
となっておりまして、この導入補助以外の電気自動車普及関連事業費を含めます

と約 10億円となります。
小野寺

　松沢前知事も、ＥＶが普及することによって、まず温暖化対策に有効なんだと

いうことも言っておりましたし、県内の関連産業への波及効果も狙えるんだとい

う考え方であったと思います。現時点で、投資の効果について、県としてどのよ

うに総括されているのかをお伺いしたいと思います。

蓄電推進課長

　まず、温暖化対策としてのＣＯ２の削減効果ですが、こちらは、環境省の地球

温暖化対策地方公共団体実行計画策定マニュアルに基づきまして、今年６月末の

普及台数である 3,325 台で試算いたしますと、削減量は年間で 4,322.5 トンとなり
ます。これは本県の運輸部門における二酸化炭素排出量の 0.04％となっておりま
す。

　次に、県内の関連産業への波及効果についてですが、こちらは県の統計センタ

ーが提供しております経済波及効果の簡易分析ツールによりまして試算したとこ

ろ、純粋に県内で電気自動車が 3,325台増加し、県外又は国外へ輸出された分も含
めて、日産リーフが全て県内で増産されたと仮定いたしますと、その生産誘発額

は合わせまして約 1,700億円で、先ほどの投資額 10億円の 170倍となります。
　また、こうした成果に加えまして、電気自動車の導入補助の目的は初期需要の

創出ですが、当初の目標を２年前倒しで達成したということは、導入補助等の施

策によりまして、当初、想定していた普及のスピードを更に加速することができ

たということであり、こうした点からも当初想定いたしました効果はあったと考

えております。

小野寺

　日産の場合は、アメリカへ輸出した分もみんな追浜で作ったんです。当初は向

こうで生産することも考えていたみたいなんですが、現在の程度の普及のスピー

ドであれば、追浜で生産するだけで足りているという、良いのか悪いのか、そう

いう状況になっているんだと思います。

　1,700 億円という額が出ましたけれども、本当にそれだけ経済波及効果が出てい
るのかどうか、こういった分析というのは丁寧にやっていただかなきゃいけない

と思いますが、それについては、また今後、詳しくお尋ねをしていきたいと思い

ます。この目標の 3,000台をとりあえず達成したわけですけれども、今後も引き続
き普及拡大を図っていくのか。先ほどおっしゃった経済波及効果にせよ、環境対



策という側面にせよ、まだまだこれは終点はないわけですから、恐らくは、引き

続き普及拡大を図っていかれるんだと思いますが、今後いわゆる導入補助がない

わけですから、具体的にどういう形で普及の促進を図っていくのかお聞かせくだ

さい。

蓄電推進課長

　今後の普及のためには、まず充電インフラの整備が重要となってまいります。

自律的に充電インフラが整備されるためには、充電サービスを有料化することで

ビジネスとして成り立つことが必要と考えられます。現在、ガソリンスタンドな

ど民間事業者で充電を有料化するところが出てきておりますが、こうした民間の

動きを阻害することがないように、公共施設の充電インフラも有料化する必要が

あると考えております。

　そこで、今年度、公共施設の急速充電器での充電に課金する実証試験を行い、

料金徴収の仕組みを検討することとしており、その結果を県内の市町村にも提供

してまいります。こうした取組を通じて充電インフラの整備が促進されますと、

現在、航続距離が非常に短いと言われております電気自動車の更なる普及につな

がることと考えております。

小野寺

　公共施設での充電の有料化というのは当然だと思います。この間、スマートプ

ロダクツというメッセがあって、私も東京ビッグサイトをちょっと見てきました

けれども、各メーカーが急速充電器の普及の仕組みみたいなものの研究にも取り

組んでいるようでしたので、是非そういったことを通して、しっかりと民間のビ

ジネスになるような方向で取り組んでいただきたいと思うんです。

　ただ、今、たしか 10 キロメッシュによるとか、設置に対してのいろんな基準が
あったと思うんですけれども、現実にはなかなかまんべんなく設置するというわ

けにはいかないのかなと思います。そこで、必要な場所にしっかりと急速充電器

が設置されるよう誘導するような施策というのは考えられるんでしょうか。

蓄電推進課長

　現在国では、計画的、効率的なインフラ整備の手法を検討していると聞いてお

ります。モデルプランを策定して、補助金を通じて、このプランに合致する場所

への設置を誘導するような手法は検討しているということで、県としても国と連

携いたしまして、充電インフラの効率的配備を促進していきたいと考えていると

ころでございます。

小野寺

　今の課長の御答弁ですと、そこに県としての補助みたいなものも検討していく

ということですか。

蓄電推進課長

　県としての補助ではなくて、今、国が考えておりますのは、都道府県なりの自

治体に効率的な配備計画をつくらせて、国の方針と合致するところに補助金を出

す、そういうことを考えているようです。



小野寺

　補助がなしで、営利目的のみで充電サービスを行っていくというのは相当難し

いことなんじゃないかと思っています。リーフは 24 キロワットぐらいのバッテリ
ーでしたか、例えば３分の２ぐらい使って充電をするとなると 16 キロワット、距
離にして大体約 100 キロぐらい走れる電気の量になるわけですけれども、純粋に
電気代に換算すると 400 円ぐらいなんです。今いろんなガソリンスタンドなどが
仕組みをつくっていて、例えば月に 3,000円払うと幾らでも充電できるとか、会社
によっては 1,000 円払って会員になれば１回充電するごとに 500 円でいいけれど
も、全く会員でない場合は１回 1,000円頂きますよとか、いろんな仕組みを考えて
いる。もし会員でなければ、事業者としては電気代 400 円で売価が 1,000 円です
ね。それで、その充電スペースが 30 分占拠されてしまうので、なかなかこれは、
ガソリンスタンドなんか導入しようにも実際には商売になっていかないという不

安があるんじゃないかと、営利目的でそういうサービスが成立しないんじゃない

かという心配もあるんですが、その辺りはどうなんでしょうか。

蓄電推進課長

　ガソリンスタンド等で１月から実証試験が行われておりますが、ガソリンスタ

ンド、石油元売会社の担当の方にお聞きしたところ、やはり 24 時間やっている公
共施設はなかなかなくてガソリンスタンドぐらいなので、夜の需要は非常に多い

けれども、電気自動車が来ないところや無料で 24 時間でやっていたところは、有
料化した途端に来なくなってしまうと。ビジネスとして成り立つところと成り立

たないところが出てきているということで、今後は、充電している間の待ち時間

の間に、何か他のことができる、他のサービスが提供できるとか、あるいは充電

スタンドが空いているとか、充電が終わったということを携帯メールやスマート

フォンにメールで配信するとか、そういった付加的なサービスをすることで、充

電サービスがビジネスになるようなことを考えていると聞いております。

小野寺

　充電が終わったとかいうことをスマートフォンに知らせるというのは、今でも

そういう仕組みがあるわけですけれども、やっぱり他の商業的要素と組み合わせ

ていかないと、なかなかこの充電スタンドだけで商売にしていくというのは難し

いと思います。大分急速充電器の価格も下がっているように聞いていますけれど

も、ビジネスとして成り立つように、県としても様々な視点から支援をしていた

だければと思います。

　また、電気自動車の普及のためには、できるだけ長距離を走れるバッテリーを

搭載することであり、これには技術の進歩が当然必要なわけですけれども、そう

いったバッテリーの性能向上に向けた国の取組ですとか企業の動向について教え

ていただければと思います。

蓄電推進課長

　国では、今年７月に策定いたしました蓄電池戦略において、2020 年までに現在
の 120 から 200 キロ程度の電気自動車の航続距離を２倍にすることを目指すとし



ています。そのため来年度予算で、リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開

発事業として 27 億円の概算要求をしています。企業の動向といたしましては、例
えばトヨタ自動車、京都大学、ＮＥＤＯなどが産学官により 500 キロから 600 キ
ロメートル走行できる次世代電池の研究開発を進めていると聞いております。

小野寺

　各メーカーも大分コストを下げることに成功しつつあると、蓄電池の製造会社

が言っているようですから、性能を含めてこれからかなり進歩が見込める分野で

はないかと思います。

　その辺りの動向は非常に大事なんですけれども、さっきの話と裏腹なんですけ

れども、長距離を走れるようになればなるほど、今度は充電スタンドの需要も減

ってくるみたいなところもあって、その辺り、ＥＶの利便性をどういうふうに総

合的に高めていくのかというのが大変難しいところだと思うんですけれども、そ

ういった国や企業の動向をしっかり見極めていただきたいと思います。

　また電気自動車に関して言うと、今までお話ししたことと若干重複するところ

もあるんですが、まずは、車両の価格が安くなるということ、そして長距離を走

れるようになるということ、あとは急速充電の利便性が向上していくということ

の、大きく三つの要素が必要だと思うわけですが、そういったことと併せて、電

気自動車のメリットをもっと打ち出していくことも大事だと思うんですが、先進

県の一つの役割としてどんなことを考えていますか。

蓄電推進課長

　電気自動車は、ハイブリッド車やＰＨＶなど、他の次世代自動車に比べますと

バッテリーの容量が非常に大きいということで、大容量の蓄電池として活用する

ことができます。例えば三菱電機では、太陽光発電と電気自動車を連携しまして、

１週間以上電力が自給できるスマートハウスの実証試験を実施していますが、住

宅やオフィスのスマート化を進める上で、大容量の蓄電池は非常に重要な構成要

素となります。この大容量の蓄電池として活用できる電気自動車の優位性をＰＲ

することで、今後更に普及を促進してまいりたいと考えております。

小野寺

　今の課長の御説明、今いろんな企業がスマートハウスとかスマートシティーと

かを研究している中で、ＥＶを取り込んでいくというのは、モデルとしては非常

に理解ができるところなんですけれども、実際、ユーザーが、いざというときの

蓄電池が欲しいから電気自動車を買うかというと、そういうわけにもいかないだ

ろうと思います。これは移動手段として購入すると思うので、主たる目的である

自動車としての機能、やっぱりそれを中心にシェアするような仕組みをつくって

いくことに比重を置いてほしいなと思います。

　今、申し上げたように、電気自動車の普及には、充電インフラの整備が重要で

あることは論を待たないと思いますので、しっかり民間企業ですとか国とも連携

して、整備を促進していっていただきたいと思います。

　先ほどの冒頭に戻りますけれども、一定程度、神奈川県は全国の先導役を果た



したわけですけれども、それだけでは県民のメリットにはなかなかならないと思

います。先にお金を使うだけ使って、おいしいところはよそに持っていかれると

いうことだって考えられるわけです。そうならないようにしっかりと今後も全国

を主導するような、そういった立場で推進をしていっていただきたいと思います。

　ＥＶ普及のために考えられる施策、民間に委ねる取組など、様々お聞きしまし

たけれども、なかなかこれをやれば大丈夫という決め手を見付けるのは難しいか

なという印象も受けました。例えば、今、申し上げたように、今後、スマートシ

ティー、スマートハウスなどでＥＶを組み込んでシステムをつくっていくという

こと、これは恐らく日進月歩であるとも考えます。スマートハウスだからＥＶを

購入するかというと、それはなかなか動機にはなりにくいと思います。ですが、

そういった分野における世界の進歩のスピードもありますから、少なくとも県内

でそのような試みが活発化するようにイニシアチブはしっかりとっていただきた

いということを要望して、次の質問に移ります。

　最後の質問になります。農産物の地産地消についてお伺いをしたいと思います。

　せんだっての本会議で、これは以前から言われていたことですけれども、本県

の野菜の生産量が、本県の年間需要の３分の１を賄う、約 300 万人分の野菜を供
給しているというお話がございました。ただ、県内の消費者から見ると、日常、

青果店だとかスーパーで買物をしていて、本当に３分の１も賄われているのかと

いう思いがあるだろうし、そういう実感につながっていないというのも現実とし

てあると思います

　そこで、何点かお尋ねするんですが、まず県内でどのような種類の野菜が生産

されて、このうちどの程度が県内に流通しているのか、また販売形態についても

確認の意味でお聞きをしたいと思います。

農業振興課長

　それでは県内での野菜の種類と流通量について、現状をお答えさせていただき

ます。

　県内では、日常利用いたしますダイコン、キャベツ、コマツナあるいはホウレ

ンソウ、それからトマト、キュウリ等約 100 品目を超える多様な野菜が生産され
てございます。一般的な野菜で生産されていないものはないという状況でござい

ます。生産額につきましては、野菜では約 400億円強ということでございまして、
全国の中でも 17位以上で、中堅から上の位置でございます。
　それから、これらの県内で生産されております野菜のうち約４分の１が、県内

各地に設置されております大型直売所等の直売所を通して流通しております。そ

れから、この他、直売所以外の 31 箇所の地方卸売市場、あるいはスーパーマーケ
ット等との契約栽培を通しまして、県内で生産されているおよそ 60％の野菜が県
内で流通をしているという状況でございます。

小野寺

　４分の１が直売所ですか。その設置状況はどうなっていますか。

農業振興課長



　県内には、現在、寒川、藤沢のわいわい市、あるいは、有名なはだのじばさん

ず、それから横須賀に最近できました、すかなごっそ等の大型直売センターの他

に、大小様々加えますと、323 箇所の直売所が設置されてございます。売上げは、
平成 22 年度におきましては約 100 億円に及んでおります。生産生鮮野菜の４分の
１を占めまして、地場流通の主要な流通方法として、県民の皆様に新鮮な野菜を

供給するルートとして、その地位を確立しているという状況でございます。

小野寺

　先ほど県内の野菜の流通額、売上げですか、400 億円というお話があってすごい
金額だと思いますが、直売所の課題が今あるとすれば、どんなことなのかなとい

うのをお聞きしたいと思います。

農業振興課長

　直売所も様々ございまして、例えば個人で運営しているようないわゆる小さい

直売所では、やはり品目をそろえるのが非常に難しい。やはり消費者は、できれ

ば一度にいろいろなものを買いたいものですが、個人ですと品目がダイコンとホ

ウレンソウだけなど、なかなかそろわないということが一つあります。

　それから中程度から大きな直売所になりますと、今度は、逆に旬の時期に、例

えば夏だとナスばかりとか、秋になりますとホウレンソウばかりとか、品目が集

中してしまうという問題があります。うまくバランスをとりながら出荷していた

だくということが一つの課題になると思います。

　そこで県では、地域でグループをつくっていただいて、品目を増やして生産で

きるようにするローテーション計画の支援をさせていただいたり、あるいはトン

ネル栽培と言いまして、ビニールで温めて生育を早めるとか、簡易なビニールハ

ウスを使って遅い時期まで作るとかいった方法などで、販売できる期間を延ばす

という技術支援もさせていただいております。

小野寺委員

　当然、農産物ですから季節が関係してきますよね。同じ野菜でも、恐らく今は

県内の直売所での話でしたけれども、例えば、季節によっては県外で売ったり、

あるいは同じものでも県外から買ってこなきゃいけないとかいうことも年間を通

してたくさんあると思うんですけれども、６割が県内消費ということですが、逆

に言うと４割が県外に出ているということです。これは、どういう野菜が、これ

は三浦のキャベツとかダイコンとかありますが、それ以外でも県外に出ているも

のがあると思うんですが、もしその特徴があれば教えてください。

農業振興課長

　県外に行っている４割は何かということでございますが、ほとんどが三浦のダ

イコンとキャベツでございます。東京市場、それから遠くは東北市場まで行って

おりまして、その他のものにつきましては、若干ミカンがあるかなという程度で

ございまして、スイカもありますけれども、スイカについては全体のたしか県内

が８割程度だったと思いますが、２割程度が県外で、個人出荷で東京市場に行っ

ていたかと思います。そういう状況でございます。



小野寺

　県内の農産物の生産に対していろいろな支援をしているということであります

けれども、今後、県内産野菜の需要を増やすために、県としてどのように取り組

んでいくのかということがあると思います。日常的に消費される比較的ポピュラ

ーな農産物でも、種類によっては三浦のキャベツやダイコンなど、県民の食卓を

彩って余りあるものもあると思いますし、県内でも余り生産をされないものもあ

ったように思います。県内農産物の県内消費を今後増やしていくためには、県民

のニーズに合った生産というものも必要だと思いますのが、その辺りの取組の観

点から、先ほどの取組を御説明いただければと思います。

農業振興課長

　今、委員御指摘のとおり、これまでの単にできた物を売るという時代から、今

は消費者の求める農産物を生産する時代へと大きく変貌してきてございます。そ

ういった新しい市場の開拓という意味では、消費者、実需者との交流が非常に重

要な要素になってまいります。それで県では、その新たな需要をつくり出す新し

い取組としまして、本年度からマッチング商談会というものを計画し、予算措置

を行いまして、本格的な準備に着手しております。

　この場は、生産者が自分の得意とする生産物を用い、今度はそれを使いたいと

いう実需者の方、レストランの方とか、それからスーパーの方とか、いろんな方

が来てくださって、その場でマッチングさせて、より実需者の求める的確な物を

作っていこうと、そしてできた物をうまく売っていこうという計画でございます。

小野寺

　そうした個別商談を仲立ちする場を設定するという話だと思うんですが、これ

までの商談の成立状況というのはどんな感じでございますか。

かながわ農林水産ブランド戦略課長

　先ほどお話がありましたマッチング商談会なんですけれども、本格的な実施は

今年度からなんですけれども、昨年度、試行的に行いまして、成立状況は、二、

三件ございました。例といたしまして、川崎にあります日航ホテルで、三浦野菜

とみやじ豚というブランド品を使用した県産品フェアを初めて開催されまして、

それが好評だったということで、その後、継続的に日航ホテルでは別の県内ブラ

ンド、例えば、横浜ビールも使っていただいております。

　このようなことも分かりますように、成果といたしまして生産者の販路が広が

るということ、それから県産食材の使用を打ち出した店舗がまた広がっていきま

して、こだわりの県産食材のＰＲになるということも目的の一つと考えています。

小野寺

　今、こだわりの県産食材という言葉が出てきました。そこで続いて最後の質問

になりますが、神奈川県の農産物のブランド戦略について、若干お聞きしたいと

思います。

　かながわブランドというものがあるのは承知しているわけですが、これに登録

するには、どのような手続があるんでしょうか。



かながわ農林水産ブランド戦略課長

　手続についてのお尋ねでございましたけれども、まず県内に生産経営の本拠を

置いている生産者団体からの申請は受け付けます。そして、要件がございますけ

れども、その要件に基づいて審査と登録をしております。こちらに関しましては、

より消費者の立場に立ったブランドにしていくために、平成 23 年度から審査方法
を見直しました。どのように変えたかと申しますと、まずは事務局で書類審査を

行いますけれども、書類審査を通過したものに対しては、消費流通の関係者から

成る審査委員による審査会を２次審査として行っております。こちらの審査会で

は、食味、いわゆる味なんですけれども、それを確認しまして、あとは農産物の

特徴、消費者に受け入れられる魅力があるかどうか、それから安全性を担保する

仕組みがしっかりとあるかどうかといった点に関して、消費者の立場に立った審

査を行っております。この審査を通過したものが、かながわブランドとして新規

若しくは再登録という形になります。

小野寺

　今ブランドに登録しているものは、幾つあるのでしょうか。

かながわ農林水産ブランド戦略課長

　品目では 57 品目、トータルの数は、現在 92 になっています。同じ品目でも生
産者が違うところがございますので、そのような数になっております。

小野寺

　非常に多くの生産物に登録をしていただいているわけですけれども、このかな

がわブランドに登録することによるメリットというのは何でしょうか。

かながわ農林水産ブランド戦略課長

　新規登録になった申請者の方からアンケートを取りまして聞いたところにより

ますと、これまで単独で行っていたＰＲに比べまして、かながわブランドに登録

された後は、消費者や販売先、要するにバイヤーさんから特に高い信用を得るこ

とができたという声は聞いております。商品にかながわブランドのロゴマークを

表示し、またかながわブランドを扱っていただいているサポート店には、かなが

わブランドという旗を立てていただいているんですけれども、そのようなところ

で販売することによって、消費者に対して、これはブランドですというような安

心感、信頼感をアピールできることがメリットであると考えております。

　また、それらの結果といたしまして、生産者もますます品質向上に励まれるこ

とになりますし、バイヤーさんの方は、小売店とかいろいろございますが、販売

の拡大につながっていくものと考えております。

小野寺

　今、かながわブランドのメリットという御説明をいただいたんですが、このか

ながわブランドそのもののブランドイメージについてちょっとお聞きしたいんで

す。かながわブランドのロゴがありますよね。私は、ちょっと今、見直しの時期

に来ているんじゃないかなと、これは私個人の意見ですけれども、そう思います。

　まずは言葉ですけれども、例えば北海道とかであれば、そのままで威力がある



わけですけれども、神奈川と聞いて、あるいは神奈川という文字を見て、おいし

そうだと連想できる人はなかなかまだまだ少ないんではないかと思います。かな

がわブランドという言葉自体、かながわ印ということにすぎないわけで、短い言

葉の中にもっとメッセージ性を入れることも考えてはどうかと思います。またロ

ゴに関しても、見た目も非常に大事だと思っています。

　ここに企業庁のさがみの水がありますが、これは、新しく森のハーモニーとい

うパッケージに変わりました。これがおいしそうかどうかは別にして、以前と比

べると大分おしゃれになったかなという感じがします。

　一方で、足柄茶というのがあります。これはこれでありなんだろうけれども、

やっぱりこれが、他の商品と比べての競争力を考えたときに、果たしてどうなの

かなと。全体のパッケージデザインのこともありますけれども、このかながわブ

ランドというマークも、若干今の時代に合うのかなという思いがあります。これ

は、これまで取り組んできた方には大変失礼な言い方になるかもしれませんが、

そんなふうにも思います。

　だから、この際、ＣＩなどの考え方を取り入れるなどして、かながわブランド

自体のブランド戦略を考えるべきだと思うんですが、その辺りブランド戦略を担

当する課長として何か思うところはございますか。

かながわ農林水産ブランド戦略課長

　今、委員のお言葉を重く受け止めたいと思います。まず、かながわブランド自

体は、平成４年に始まって 20 年ぐらいたつわけでして、そのロゴマークも、決ま
ってからかなりの年がたって、その間にいろんな世の中の消費のトレンドとか、

かなり変わってきていると思うんです。ですので、時代にそぐわなくなってきて

いるのはあるかなとは思います。

　また、今御指摘がありましたように、足柄茶のそのパッケージに関しては、当

課といたしましても製造しています茶業センターに対しては、デザインの一新に

ついて検討をお願いしてきたところでございます。足柄茶につきましては、去年、

いろいろ問題がございまして、今年、安心宣言を５月にしたわけなんですが、そ

れに合わせて、委員おっしゃったように、ＣＩ、コーポレートアイデンティティ

ーということで、デザインの一新をされたらどうかという御提案は、随時という

より、しつこいぐらいに申し上げているんですが、まだなかなか至らないところ

もありまして、なかなか納得していただけないところがありますけれども、それ

にもめげずに、今後も足柄茶に関しては支援を行って、もう少し認知度が上がっ

て、とりあえず飲んでいただく前に、手に取って買っていただかないことには話

になりませんので、手に取っていただけるようなラベルにしてはどうかというこ

とをお話ししていきたいなと思っております。

　かながわブランドという名前なんですが、神奈川という名前自体がちょっと弱

いところがあって、おっしゃるように、北海道とか沖縄とか、そういう名前に比

べると弱いのは事実だと思います。ですので、考えられることとして、例えば湘

南のお野菜とか三浦とかは良いかとは思うんですが、湘南かながわというような



付け方とか、一工夫は要るかなと思います。神奈川という名前だけでは、他の京

都とか奈良とか、どうしてもブランド力では劣るのは事実かなと思います。

　現在のかながわブランドのコンセプトとしましては、ブランドもあるんですが、

新鮮ということと安全・安心ということを最大のコンセプトにしていますので、

今、登録されていないような品物とか生産していらっしゃる農家さんに対しては、

かながわブランドに登録していただくことを第一歩にして、今後の更なる飛躍と

いうか、販路拡大とか品質向上を目指したらどうかというようなことで、お勧め

するという形を戦略として考えております。

小野寺

　90 以上も、今、登録があるということです。確かに、たくさんあるのは、それ
はそれで素晴らしいことなんですけれども、反面、総花的というか散漫な印象に

もなっていくでしょう。やっぱり神奈川の農産物を代表するような、ある意味イ

メージリーダーのような形で、それにふさわしい産品を定めて、それが全体をけ

ん引していくというような戦略も必要なんではないかと思いますけれども、その

辺りは何かお考えですか。

かながわ農林水産ブランド戦略課長

　かながわブランドを代表するものとしましては、最近、一番有名になっている

のは湘南ゴールドかと思うんですけれども、それだけでは引っ張っていくけん引

力は弱いと思いますので、今お野菜だけではなくて、畜産品のかながわ夢ポーク

とか横濱ビーフとかいろいろございますので、そういったいろんなものも、決し

て総花的になってはまずいとは思うんですけれども、幾つかの登録されているも

のもこれからＰＲに力を入れるなりして、認知度の向上を図って、かながわブラ

ンドをもっと知っていただくという活動が行えたらなと思っております。

小野寺

　それでは、最後に要望を申し上げて、質問を締めくくりたいと思います。直売

所など、生産と消費が近い神奈川県の特性を生かした流通が行われているという

ことが分かりました。また、先ほどのマッチング商談会等、オーダー型という地

産地消の新たな取組が開始されているということも分かりました。しっかりと成

果につながるように取り組んでいただきたいと思います。

　またブランド展開については、今、課長から、安全・安心と新鮮をコンセプト

にしたブランドだというお話がありました。これはこれで消費者にとって非常に

大切な視点だと思いますが、更にブランド力というものも非常に大事だと思いま

す。このブランド力を強くするために、神奈川という言葉に力を与える言葉、ロ

ゴ、デザイン、そういったものを是非しっかりと考えていただきたいと思います。

　また、全部で 90 もあるかながわブランドの登録品の中でも、この神奈川全体を
けん引していけるものを前面に打ち出して、集中的にＰＲしていただければと思

っておりますので、是非実りのあるブランド展開をしていただきたいと要望いた

しまして、私の質問を終わります。


